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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） 本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  なお、本日は「広報ささぐり」担当者の写真撮影を許可しております。 

  ただいまから、平成３０年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、４番 山

田 眞士 議員、５番 村瀨 敬太郎 議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から３月１５日までの１５日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  従いまして、会期は、本日から３月１５日までの１５日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第９号から議案第３４号までの計２

６議案でございます。 

  それでは、議案第９号から議案第３４号までを一括議題といたします。 

  町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さんおはようございます。 

  本日、平成３０年第１回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございます。 

  ２月下旬から日中暖かい日和が続いております。３月３日は霊場開き、いよいよ

篠栗町の春の訪れであります。 

  議案の提案理由の説明に入る前に、平成３０年度の施政方針を説明いたしますの

で、少しお時間をいただきたいと思います。 

  年明け１月２２日に第１９６回通常国会が開会し、安倍内閣総理大臣は、平成３



－ 2 －

０年度の施政方針演説を行いましたが、明治１５０年という節目の年を意識した演

説でありました。「国の力は、人に在り」明治を創った数多の人材が、技術優位の

欧米諸国に迫る国難とも呼ぶべき危機の中、我が国が急速に近代化を遂げる原動力

となったことを示し、「今また、日本は、少子高齢化という国難とも呼ぶべき危機

に直面しています。この壁も、必ずや乗り超えることができる。明治の先人たちに

倣って、もう一度、あらゆる日本人にチャンスを作ることで、少子高齢化もきっと

克服できる、今こそ、新たな国創りの時代です。女性も男性も、お年寄りも若者も、

障がいや難病のある方も、全ての日本人がその可能性を充分に開花できる、新しい

時代を、共に切り拓いていこうでありませんか。」と冒頭に述べられました。 

  印象に残った項目は、 

２０２０年代初頭までに５０万人の介護の受け皿を整備する。 

女性活躍の旗を高く掲げ、引き続き、待機児童の解消に全力で取り組む。 

森林を市町村が管理を行うことで国土を保全し、美しい山々を次世代に引き継

ぐ。 

これまでの段階的に進めてきた幼児教育の無償化を、２０２０年度を目指し、

一気に進める。幼稚園、保育園、認定こども園に加え、無償化の対象について、

現場や関係者の声を踏まえ、この夏までに結論を出す。 

  等々、当然行政分野各般にわたるものでございましたが、どの項目も基礎自治体

である市町村において、痛みを伴いながら実施しなければならない課題であります。 

国と一体となって諸政策を実践できるよう、その準備を怠りなくしておかなければ

ならないと感じました。 

  施政方針の演説の最後に、「５０年、１００年先の未来を見据えた国創りを行う。

国のかたち、理想の姿を語るのは憲法です。未来は、与えられるものではありませ

ん。私たち一人一人の努力で創り上げていくものであります。私たちの子や孫たち

のために、今こそ新たな国創りを、共に進めていこうでありませんか。」と憲法改

正を視野に入れた言葉で結びまして、例年になく、力強い言葉があったような気が

いたします。 

  ２月２８日に開催されました「福岡県町村会定期大会」においては、町村は住民

に最も身近な行政主体として、住民が生活を営む基礎的サービスから多種多様なサ

ービスの提供と国土・自然環境の保全、食料の安定供給や水資源の涵養等の公益的

機能に加え、我が国の伝統・文化の継承など人々の心のよりどころとしても重要な

役割を担い続けている。 
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  我々町村長は、このような状況を踏まえ、相互の連携を一層強固なものとすると

ともに、自らの変革を厭うことなく不断の決意と揺るぎない信念を持って、直面す

る困難な課題に積極的に取り組み、自らが知恵を絞り、住民と一体となって地域特

性や資源を活用した施策を展開し、持続可能な地域社会づくりに邁進するとともに、

安全・安心で活力と潤いのある町村の実現を目指すことができるよう、行政基盤の

強化を図ることが必要である。 

  として、「九州北部豪雨、熊本地震及び東日本大震災からの復興の加速化を図る

とともに、今後起こりうる大規模かつ広域的な災害に対し、迅速かつ的確に対応で

きるよう、防災・減災対策、町村消防の充実化を実現すること」をはじめ１５の具

体的項目をあげて決議いたしました。 

  特に、九州北部豪雨災害被災地、朝倉市、東峰村への県内市町村の人的・物的支

援は、それまでの多くの被災地の復旧・復興経験を活かして、迅速かつ継続的なも

のとなっています。苦しい時はお互い様の町村の連帯意識が今日ほど強くなってい

る時代はありません。そのような思いを実感する決議でございました。 

  昨年来、篠栗町地方創生「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の完遂を柱

に、「篠栗駅東側自由通路の建設」「篠栗北地区産業団地整備」を進め、いよいよ

自由通路については今年中に完成し、産業団地につきましても３月から造成がスタ

ートする運びとなりました。この二つが完成すれば、税収増加や雇用機会の増大と

働き手世代人口の流入等による自主財源比率の向上が図られ、必ずや２０６０年の

篠栗町人口ビジョン目標２万９,０００人に向かって大きな力になると考えており

ます。 

  そうした継続して実施する事業の完成を前提として、平成３０年度から５年間の

第６次総合計画「ささぐりみんなの羅針盤」をスタートさせます。併せて、新たな

行財政改革を実施するべく職員での委員会を４月から立ち上げます。平成１７年度

からの５年間の取り組みで大変効果のあった前回の「篠栗町新行政改革」と同様、

今の時代に合った自治体の姿に軌道修正するための作業でございます。 

  平成３０年度は、篠栗町新時代に向けたこうした様々な取り組みを全力で推進す

ることをお約束いたします。 

  では、平成３０年度の事業について、課ごとで取り組もうとしているそのポイン

トを説明いたします。 

  まず、議会におかれましては、ここ数年の議会の活性化に向けた様々な取り組み

に対し心から敬意を表します。 
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  タブレット端末による議会のペーパーレス化は、最近多くの自治体で追従する動

きが盛んになり、議会への視察も多いと聞き及んでおります。議会の立場としての

「篠栗町ここにあり」という全国へのさらなる発信を大いに期待するところでござ

います。 

  つきましては、先進自治体として必要な点はさらに改良を加え、より良好な議論

をする環境を目指してまいりたいと考えます。 

  また、広報広聴委員会としての活動は、着実に町民の皆様の議会に対する発信効

果が高まったと感じます。今後も幅広く各種団体等の意見交換を行っていただき、

住民の皆様との対話を重視した町民参加型の議会だよりの発行と、広報の充実を図

っていただきたいと願っております。 

  総務費では、総務課、財政課、まちづくり課、会計課、税務課、住民課等が関わ

っております。 

  総務課では、平成３０年度は、新型Ｊアラート受信機・自動起動装置整備工事を

実施いたします。これは、我が国全体に迫る可能性のある危機に瞬時に対応するた

めの国の指示によるものでございます。 

  また、近年社会問題となっております、多発する高齢者の運転による交通事故の

実態を踏まえ、これまで「高齢者運転免許証更新バス送迎事業」を方針転換し、

「高齢者運転免許証自主返納支援事業」実施に切り替えます。 

  財政課では、住民サービスの向上のため取り組んでまいりました、統合型地図情

報システム（ＧＩＳ）の構築が完了いたしました。このＧＩＳ機能を各課での様々

な業務に最大限活用し、効率化を図りたいと考えております。 

  また、住民向けの地図情報の公開は、３０年度中に行う予定でございます。 

  まちづくり課においては、現在進めている大きな二事業「篠栗駅東側自由通路建

設」「篠栗北地区産業団地整備事業」の継続のほかに、年間アクセス件数が３０万

件を超える篠栗町ホームページをリニューアルし、これまで以上に皆さんが使いや

すいように、そして災害発生時に近況情報を即座に提供できるよう改修いたします。 

  また、現在２０品目に増加しましたふるさと寄附金返礼品のさらなる充実に努め、

ふるさと納税の増額を目指します。 
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  ４年目を迎えた「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、引き続

き適宜修正を加え、所期の目標を達成すべくしっかりと事務局としての役割を果た

してまいりたいと考えております。併せて、冒頭申し上げました「第６次篠栗町総

合計画 ささぐりみんなの羅針盤」の町民の皆様への周知徹底と各課における実践

チェックを進めてまいります。 

  会計課におきましては、収納課と協力して、インターネットを通じ、クレジット

カードで税金等を納入できる環境を整備し、住民の皆様の納付利便性向上を目指し

ます。 

  収納課は、その新設以来、滞納整理管理システムを更新し、滞納処分を的確に処

理することで、適正な徴収業務を行うとともに、町民の皆様の納税意識の向上につ

なげることができたと考えております。平成３０年度は新たにクレジット収納の導

入により、町が徴収する各種税金や料金の納入手段を広げ、引き続き徴収率アップ

に向けて取り組みを推進いたします。 

  税務課につきましては、これまでどおり税の適正かつ公正な課税を目指し事務遂

行してまいります。 

  住民課でございます。 

  国民健康保険は、平成３０年度から福岡県と共同保険者となることから、県の統

一的な基準に合わせるため、国民健康保険税の引き上げについて、本定例会におい

てご審議いただくこととしております。 

  住居表示の実施に向けた取り組みは、失敗が許されない長期的な取り組みでござ

います。実施に当たっては、様々な機関に影響を及ぼすことから、システムはじめ

周辺整備を慎重に行い遺漏のないように進めてまいりたいと考えます。つきまして

は、平成３０年度からの一部実施を目指しておりましたが、１年遅らせることとい

たしました。詳細は後刻、全員協議会にてご説明をいたします。 

  民生費、衛生費では、福祉課、健康課、こども育成課、都市整備課環境係が所管

しております。 

  福祉課におきましては、障がい者福祉の日常生活用具給付事業において、人工内

耳体外装置に対する補助を追加いたします。平成２８年度から取り組んでおります

介護予防・日常生活支援総合事業「おひさま活動」を広げ、篠栗町の在宅高齢者が

住み慣れた地域でいきいきと健康で安心して暮らすことのできるよう、引き続き充

実を図りたいと考えております。 

  また、増加する高齢者のための介護予防事業につきましては、より効果の期待で
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きる事業を取り入れ、継続的に見直しを図ってまいります。 

  次に、健康課について申し上げます。 

  母子保健事業・成人保健事業とも、本年度も継続して事業を行うとともに、健診

等をさらに充実いたします。 

  また、本年度は厚生労働省において、平成２９年度から市町村に設置することが

努力義務とされた「子育て世代包括支援センターの設置」を行い、子育て世代支援

の一層の充実を図ります。 

  こども育成課では、保育の充実と待機児童解消に向けての取り組みは、大変重要

な課題であります。就労人口減少社会において、母親の労働力が見直されているこ

とから、安心して母親が就労現場に復帰できるようにするために、平成３０年度も

引き続き重要課題として待機児童解消に向けた取り組みを継続してまいります。 

  また、昨年度から取り組みを始めました夏休み期間中の学童保育は、保護者のニ

ーズも高く、平成３０年度は小学校施設を活用してさらに充実したものとしてまい

ります。 

  都市整備環境係が所管しておりますクリーンパークについては、平成３０年度か

ら稼働延長期間に入ります。今後は、クリーンパークの稼働延長期限であります、

平成３９年度までに遅滞なく次期処理施設に移行できるよう、今後関係自治体と協

議に入る計画でございます。 

  次に、農林水産業費・商工費の所管であります産業観光課の取り組みについて申

し上げます。 

  林業分野において、福岡県事業として小葉山線林道新設工事に着手いたします。 

  この事業は、萩尾地区東側鉾立山山腹に林道を新設し、良好な材を計画的に搬出

し、もって林業振興に寄与することを目的とするものでございます。３０年度から

の４年間の事業でございます。 

  商工観光部門ですが、平成３０年度も「春らんまんハイキング」など各種イベン

トは、商工会や観光協会などと連携し、新しい試みも取り入れながら引き続き開催

する計画でございます。 

これまでの取り組みの積み重ねの結果、７月にクリエイト篠栗を使って１５０人

規模の「日本ゲシュタルト療法学会」という心理学の二泊三日の学会を誘致するこ

とができました。町内旅館での宿泊を前提として、ただいま関係機関と準備中でご

ざいますが、こうした取り組みがさらに広がるよう絶好の機会として発信してまい

りたいと考えております。 
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  設立５年目を迎える一般社団法人篠栗町観光協会は、篠栗町の観光キーステーシ

ョンとしての役割を担ってもらう組織であります。着実に自立に向けた一歩を踏み

出しておりまして、平成３０年度から若杉楽園キャンプ場の運営管理を行うべく準

備中でございます。 

  消費者行政につきましては、福岡県消費者行政活性化基金事業を活用し、啓発活

動、消費者生活相談業務の機能強化を推し進めてまいりました。平成２７年４月に

本町含む５町共同で開設いたしました「粕屋中南部広域消費生活センター」を拠点

に、継続して相談者の対応に努めます。 

  次に、都市整備課が所管しております土木費について述べます。 

  平成３０年度は、災害対策のための水路改修工事の継続をはじめ、側溝整備や道

路維持補修など、例年どおりの取り組みを行うこととしております。 

  教育費は、学校教育課、社会教育課が所管しております。 

  学校教育課においては、勢門小学校および篠栗中学校への通級教室の開設に向け、

福岡県に要望しているところでございます。 

  また、こども育成課と連携して、保育所待機児童解消に向けた公立幼稚園のあり

方協議に入ります。 

  社会教育課では定着した青少年健全育成推進協議会の活動と校区ごとの地域活動

は、それぞれ特色を持って発展しております。今後も、校区ごとのコミュニティと

して、学校・児童・生徒、地域が一体となって篠栗町らしい発展を目指して進めて

まいります。 

  水道事業において、平成３０年度の五ケ山ダム供用開始による受水費の増加に対

応するため料金改定に向けた検討を開始し、今後協議を重ねてまいります。 

  以上、３０年度の各課の主な取り組みについて説明いたしました。 

  平成３０年度の諸施策取り組みに当たっては、これまで同様、職員一丸となって

努力してまいることをお約束いたします。 

  私自身も、これからは、最近読んだ鳥井信治郎伝「琥珀の夢」の鳥井信治郎のよ

うに、三方良しの商人魂で「やってみなはれ」と職員を鼓舞し、関係方面に「よろ

しゅうおねがいします」と頭を下げ、町政発展のために、さらに突き進む所存でご

ざいますので、議会におかれましても、引き続き篠栗町の発展のためにご尽力賜り

ますよう何とぞよろしくお願いいたします。 

  続きまして、本定例会に提案しております議案第９号から議案第３４号までの２

６号議案について説明をいたします。 
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  議案第９号は、「篠栗町固定資産評価員の選任について」であります。 

  本議案は、現固定資産評価員であります 城戸 清壽 氏の辞任の申し出により、

後任の評価員として 松田 秀幹 氏を選任することについて、地方税法第４０４条

第２項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  議案第１０号は、「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、現委員であります 大浦 俊昭 氏が、本年３月３１日をもって任期満

了となるため、同氏の再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  議案第１１号は、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」であ

ります。 

  本議案は、現委員であります 十時 和子 氏が、本年６月３０日をもって任期満

了となるため、再任の候補者として法務大臣に推薦するにあたり、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

  議案第１２号は、「篠栗町企業立地促進条例の制定について」であります。 

  本議案は、篠栗町の経済の活性化及び町民の生活の安定に資するため、企業立地

の促進をもって、産業の振興及び雇用機会の拡大を図るにあたり、本町に新たに立

地する企業に対する奨励措置について必要な事項を定めるため、本条例を制定する

ものであります。 

  議案第１３号は、「篠栗町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の制定について」であります。 

  本議案は、平成２９年１０月２７日に福岡県広域都市計画地区計画の決定が告示

されたことに伴い、三つの地区計画区域における建築物の用途、構造及び敷地に関

する制限を定めることにより、当該区域における適正かつ合理的な土地利用を図り、

健全かつ良好な都市環境を確保するため、本条例を制定するものであります。 

  議案第１４号は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、篠栗町立小中学校の校医報酬及び篠栗町立幼稚園の嘱託医の報酬につ

いて、粕屋医師会との協議により改正が必要となったため、本条例の一部を改正す

るものであります。 

  議案第１５号は、「篠栗町国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を
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改正する法律の成立により、地方税法等が平成３０年４月１日に改正されることに

伴い、本町の賦課に関する税率等に係る所要の規定を整備するため、関連条例の一

部を改正するものであります。 

  議案第１６号は、「篠栗町健康広場設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、地方自治法第２４４条の２第１項の規定により、公の施設については、

その名称、位置及び管理に関する事項を明示することとなっていることから、法令

を遵守し本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第１７号は、「篠栗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」であります。 

  本議案は、高齢者の医療の確保に関する法律が平成３０年４月１日に改正される

ことに伴い、関係規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けて従前の

住所地の被保険者とされている者が、年齢到達等により後期高齢者医療に加入した

場合は、特例の適用を引き継ぐものであります。 

  議案第１８号は、「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」であります。 

  本議案は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が平

成３０年４月１日に改正されたことに伴い、本条例が法案から引用している関係規

定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第１９号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗北地区産業団地土留擁壁築造工事を 株式会社 城戸組 代表取締

役 城戸 宏治 と、契約金額３億４,８８４万円で契約を締結することについて、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  議案第２０号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗北地区産業団地１号調整池築造工事を 株式会社 洪本建設 代表

取締役 洪本 光考 と、契約金額１億６,９５６万円で契約を締結することについて、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  議案第２１号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗北地区産業団地第２号調整池築造工事を 株式会社 土屋組 代表

取締役 土屋 安彦 と、契約金額１億８,２１９万６,０００円で契約を締結するこ

とについて、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるも
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のであります。 

  議案第２２号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗北地区産業団地残土処分整備工事を 株式会社 城戸組 代表取締

役 城戸 宏治 と、契約金額１億４,０４０万円で契約を締結することについて、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

  議案第２３号は、「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」であります。 

  本議案は、豊前広域環境施設組合が平成３０年３月３１日限り解散されることに

伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数を減少し、福岡

県市町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第２４号から議案第２８号までの５議案は、平成２９年度補正予算でありま

す。 

  議案第２４号は、「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」

であります。 

  本議案は、平成２９年度篠栗町一般会計予算に歳入歳出それぞれ２億６,８１３

万９,０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１０２億２９２万８,０００

円とするものであります。 

  まず、歳入につきましては、利子割交付金を２１５万円、自動車取得税交付金を

９３０万円、国庫支出金を１,０４６万８,０００円増額し、県支出金を２,１８４

万６,０００円、財産収入を９０８万７,０００円減額し、繰入金を１億４,１４１

万４,０００円、諸収入を１９７万５,０００円、普通交付税を１億５,８７６万５,

０００円増額するものであります。 

  主な歳出につきましては、総務費におきまして、総務管理費といたしまして、社

会保障税番号制度システム変更委託料を５１３万８,０００円減額するものであり

ます。 

  民生費におきまして、老人福祉費といたしまして、老人ホーム入所措置委託料を

８００万円、重度障害者医療対策費といたしまして、重度障害者医療費を１,００

０万円、介護保険対策費といたしまして、福岡県介護保険広域連合費を１,１３７

万４,０００円、それぞれ減額し、臨時福祉給付金費といたしまして、国庫補助金

返還金に１,３５３万３,０００円を追加し、児童福祉振興費といたしまして、児童

手当を９００万円、子ども医療対策費といたしまして、子ども医療費を１,５００
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万円それぞれ減額するものであります。 

  農林水産業費におきましては、林業振興費といたしまして、町営林の施業に係る

手数料を２,０９２万５,０００円減額するものであります。 

  土木費におきましては、道路橋梁費といたしまして、七曲り線及び山手郷の原線

道路改良工事費を３,０００万円減額するものであります。 

  消防費におきましては、常備消防費といたしまして、粕屋南部消防本部分担金を

６６６万２,０００円減額するものであります。 

  また、諸支出金におきましては、国民健康保険特別会計繰出金に９,８４０万６,

０００円、篠栗北地区産業団地整備事業特別会計繰出金に２億９,１４１万４,００

０円追加するものであります。 

  その他、歳出の補正につきましては、主に事業費の確定、入札残、経費節減等の

執行残による減額補正であり、歳入につきましては、補助金などの確定に伴う財源

更正であります。 

  次に、繰越明許費につきましては、個人情報保護条例関連例規整備支援事業１０

８万円、通知カード・個人番号カード関連事業等の委任事業３１１万９,０００円、

津波黒地区水路法面防災工事４,９２８万５,０００円を追加いたしております。 

  また、地方債につきましては、借入限度額を変更するものといたしまして、七曲

り線道路改良事業費の減額に伴い、自然災害防災事業債を９,９８０万円から７,４

８０万円へ変更するものであります。 

  議案第２５号は、「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６

号）について」であります。 

  本議案は、平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、主に一般会計から

１億円の法定外繰入、保険給付費並びに共同事業拠出金等の補正を行うもので、歳

入歳出それぞれ１億４,３３０万７,０００円減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ

３８億２,３４５万円とするものであります。 

  議案第２６号は、「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４

号）について」であります。 

  本議案は、平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、保険料歳入見込

みによる補正、基盤安定繰入金の確定による補正を行うことにより、歳入歳出それ

ぞれ１,７５９万６,０００円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ３億９,９５

７万７,０００円とするものであります。 

  議案第２７号は「平成２９年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正
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予算（第４号）について」であります。 

  本議案は、篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算に、歳入歳出それぞ

れ３億８,５８８万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ３億１,１８０万７,

０００円とするものであります。 

  議案第２８号は、「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）につい

て」であります。 

  本議案は、平成２９年度篠栗町水道事業会計予算を、篠栗町統合型ＧＩＳ構築・

運用業務委託にかかる平成２９年度から平成３４年度までの債務負担行為を補正す

るもので、補正限度額を１００万５,０００円を追加し、限度額を１,２４８万１,

０００円とするものであります。 

  議案第２９号から議案第３４号までの６議案は、平成３０年度の各会計の当初予

算であります。 

  議案第２９号は、「平成３０年度篠栗町一般会計予算について」であります。 

  予算総額は、９３億６,９０５万３,０００円で、前年度当初予算に対し３億１,

３１３万５,０００円の減額となっております。 

  前年度予算との主な相違点のうち増額要因といたしましては、障がい者福祉及び

児童福祉サービスに係る経費などで、減額要因といたしましては、篠栗駅東側自由

通路工事費の減少及び道路橋梁費及び架線に係る工事請負費の削減などでございま

す。 

  なお、平成３０年度の予算編成につきましては、新たに策定されました第６次総

合計画を踏まえ、限られた歳入財源を有効に利用できる事業を選定し、歳出削減に

努めております。 

  歳入の主なものといたしましては、まず、町税は、収納対策の強化及び近年の経

済状況に基づき、対前年度比５,７７６万４,０００円増の３０億９,２７１万４,０

００円を計上しております。 

  次に、地方交付税は、普通交付税におきまして、対前年度比１億２,３２９万９,

０００円減額の１７億５,８８１万１,０００円を計上いたしております。 

  次に、国庫支出金は、篠栗駅東側自由通路の整備に伴う社会資本整備総合交付金

の減額などにより、対前年度比３,１２４万４,０００円減の１２億８８８万３,０

００円を計上いたしております。 

  次に、寄附金は、ふるさと納税の寄附金を対前年度比４００万円増額し、５００

万１,０００円を計上いたしております。 
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  次に、繰入金は、基金の繰入で対前年度比３,３９５万４,０００円減の９億円を

計上いたしております。 

  最後に繰越金は、対前年度比８,０００万円減の１億円を計上いたしております。 

  続きまして、歳出の主なものといたしましては、まず、総務費といたしまして、

総務費において、包括業務委託料２億４,５７０万１,０００円、篠栗駅東側自由通

路工事費２億２,０００万円など、前年度比２億１,２８５万１,０００円減額の１

５億２,５５１万５,０００円を計上しております。 

  次に、民生費におきまして、自立支援サービス給付５億１,７４７万５,０００円、

児童運営費委託料８億５０６万１,０００円など、前年度比１億６１４万２,０００

円増の３２億８,４４６万１,０００円を計上いたしております。 

  最後に、土木費におきましては、道路橋梁費、橋梁及び河川の維持補修工事費の

減額により、前年度比２億２,９７３万円減の２億７,６０２万５,０００円を計上

いたしております。 

  続きまして、債務負担行為につきましては、小葉山線林道開設事業の事業におき

まして、平成３０年度から平成３３年度までに総額６,３０９万円の債務負担行為

を行うものであります。 

  最後に、地方債につきましては、臨時財政対策債のほか６つの事業債を総額４億

４,２２４万３,０００円計上するものであります。 

  議案第３０号は「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」であ

ります。 

  予算総額は、２９億９,１８７万１,０００円で、前年度当初予算に対し２０.

９％の減額となっておりますが、これは、県と共同保険者となる制度改正によるも

のであります。 

  歳入につきましては、国民健康保険税５億１,１７４万５,０００円、県の保険給

付費等交付金２２億１，１５０万６,０００円が主なもので、歳出につきましては、

保険給付費２１億６,７１９万５,０００円、国民健康保険事業費納付金７億３,４

６１万５,０００円などが主なものでございます。 

  議案第３１号は、「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」

であります。 

  予算総額は、４億２,００９万４,０００円で、前年度当初予算に対し２.２％増

額となっております。 

  歳入につきましては、主に後期高齢者医療保険料３億３６２万３,０００円、一
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般会計繰入金１億１,６４６万３,０００円を計上いたしております。 

  歳出につきましては、主に後期高齢者医療広域連合納付金３億８，９５４万円を

計上いたしております。 

  議案第３２号は、「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予

算について」であります。 

  予算総額は、１４億７,１６２万２,０００円で、開発造成整備によるものでござ

います。 

  主な予算概要は、篠栗北地区産業団地の開発に伴う造成工事事業を計上いたして

おります。 

  また、国交省用地の確定測量、現場技術業務に関する予算を計上いたしておりま

す。 

  歳入の主なものといたしまして、繰入金といたしましては、一般会計繰入金１０

２万１,０００円、町債といたしまして、産業団地整備事業債８億１,８６０万円、

財産収入といたしまして、土地売買収入６億５,２００万円を計上いたしておりま

す。 

  歳出の主なものといたしまして、篠栗北地区産業団地開発事業費といたしまして、

施設整備工事１４億９６１万３,０００円を計上いたしております。 

  議案第３３号は、「平成３０年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算につい

て」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入１.８％減、支出５.５％減となり、資

本的収入４４.２％増、支出は３６.８％増でございます。 

  収益的収入及び支出においては、収益的収入８億３,０７３万５,０００円、同支

出７億８,３２７万円で４,７４６万５,０００円の黒字予算となっております。 

  収入の主なものといたしまして、下水道使用料金４億７,０４０万２,０００円、

他会計負担金１億４,５００万円。 

  支出の主なものといたしまして、流域下水道維持管理負担金２億６,４０８万４,

０００円、支払利息１億１,８４３万２,０００円。 

  資本的収入及び支出においては、資本的収入５億９,６００万１,０００円、同支

出７億４,１７５万９,０００円で１億４,５７５万８,０００円の赤字予算となって

おりますが、不足する額は損益勘定留保資金等で補填する予定でございます。 

  収入の主なものといたしましては、企業債４億８,２００万円、他会計負担金１

億９００万円。 
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  支出の主なものといたしましては、建設改良費２億６,７００万円、流域下水道

建設負担金３,７９４万４,０００円、企業債償還金４億３,４８１万６,０００円を

計上いたしております。 

  議案第３４号は、「平成３０年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。 

  予算総額は、対前年度比では、収益的収入０.０８％減、支出１５.６％増となり、

資本的収入２５.４％増、支出は１６.５％増であります。 

  収益的収入及び支出においては、収益的収入４億６,３２３万円、同支出５億８,

１３１万６,０００円で１億１,８０８万６,０００円の赤字予算としておりますが、

繰越利益剰余金で補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしまして、水道使用料４億３,１７１万９,０００円、支出

の主なものといたしまして、福岡地区水道企業団受水費１億９,３６７万１,０００

円、支払利息２,３８５万３,０００円。 

  資本的収入及び支出においては、資本的収入１億９２０万１,０００円、同支出

２億２,０２４万２,０００円で１億１,１０４万１,０００円の赤字予算となってお

りますが、不足する額は、損益勘定留保資金等で補填する予定であります。 

  収入の主なものといたしましては、企業債１億９２０万円。 

  支出の主なものといたしましては、建設改良費１億２,１８９万４,０００円、企

業債償還金９,８３４万８,０００円を計上いたしております。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですね、質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第９号から議案第３４号までの２６議案を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいまの議題となっております議案のうち、議案第９号から議案第１１号まで

は、人事案件ですので、委員会への付託を省略し、本日の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたします。 

  次に、議案第１２号から議案第２３号までの１２議案につきましては、議案付託
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表のとおり、総務建設、文教厚生、それぞれの所管の常任委員会に付託したいと思

います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定しました。 

  次に、議案第２４号から議案第３４号までの予算関連１１議案につきましては、

「議長を除く１１人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思

います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定しました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

５番 村瀨 敬太郎 議員、副委員長は、６番 今長谷 武和 議員です。 

  予算審査は、補正予算の審査に引き続き、当初予算の審査に入ります。 

  最後に、規則２件については、所管の常任委員会で報告を受けていただきたいと

思います。 

  日程第５、議案第９号「篠栗町固定資産評価員の選任について」を議題といたし

ます。 

  議案の説明に入ります前に、当事者であります 松田 秀幹 氏の退出を求めます。 

  では、議案の説明を、山口税務課長に求めます。 

○税務課長（山口 茂幸） おはようございます。 

  それでは、議案の朗読をいたします。 

  議案第９号「篠栗町固定資産評価員の選任について」 

  次の者を篠栗町固定資産評価員に選任したいので、地方税法第４０４条第２項の

規定により議会の同意を求める。 

  〈記〉 

  住所 糟屋郡篠栗町大字田中５８番地３ 

氏名 松田 秀幹 

生年月日 昭和３２年１２月１０日 

  平成３０年３月１日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  現固定資産評価員 城戸 清壽 氏の辞任申出により新たに固定資産評価員の選任
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が必要となったため。 

  なお、次ページに履歴書を記載しておりますのでご参照願います。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの税務課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第９号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  それでは、松田 秀幹 氏の入場を求めます。 

  改めて、ご報告いたします。 

  議案第９号「篠栗町固定資産評価委員の選任について」は、原案のとおり、全員

賛成で同意することに決定しました。 

  報告を終わります。 

  日程第６、議案第１０号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といた

します。 

  議案の説明を、野寄学校教育課長に求めます。 

○学校教育課（野寄 勇） 学校教育課でございます。 

  議案を読み上げます。 

  議案第１０号「篠栗町教育委員会委員の任命について」 

  次の者を篠栗町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の

同意を求める。 

  住所 糟屋郡篠栗町大字尾仲３６０番地６４ 

氏名 大浦 俊昭 

生年月日 昭和２６年１２月３０日 

  平成３０年３月１日提出、篠栗町長 三浦 正 

（提案理由） 
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  教育委員 大浦 俊昭 氏が平成３０年３月３１日をもって任期満了となるため。 

  次ページに経歴を添付しております。 

  ご参照ください。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） 学校教育課長。 

  提案理由のときに、昭和っていう字が、平成がなっておりますので、後で訂正し

ます。 

  ただいまの学校教育課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１０号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  日程第７、議案第１１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」を議題といたします。 

  議案の説明を、井上福祉課長に求めます。 

○福祉課長（井上 勝則） では、議案の朗読により説明をさせていただきます。 

  議案第１１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

  次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により議会の意見を求める。 

  住所 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４３１１番地の２ 

氏名 十時 和子 

生年月日 昭和２２年４月６日 

  平成３０年３月１日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  現人権擁護委員 十時 和子 氏が、平成３０年６月３０日をもって任期満了とな

るため、再任の候補者として法務大臣に推薦するため。 

  なお、次ページに履歴書を掲載しておりますので、ご参照お願いいたします。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの福祉課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方のご起立を願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１１号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして、散会とします。 

散会 午前１１時００分 


